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主な記事 

子供医療費窓口無料化,県が前向き回答/注

13の届出…2面、27年度個別指導の指導結果

と特徴…3面、保険かわら版/理事会便り…4

面、協同組合ニュース…5～6面、 

 

 長野県も含む関東信越厚生局管内の

１都９県の保険医協会・医会は、12月14

日、個別指導等の運用について関東信

越厚生局との懇談を行った。懇談は関

東信越厚生局（さいたま市）で行い、

厚生局からは河西医療課長ら３名、各

保険医協会からは長野協会の池上常任

理事をはじめ各県の役員・事務局11名

が参加した。 

 要請項目は、関係する11の保険医協

会・医会で検討し

本年７月に取りま

とめたもので全14

項目からなる。懇

談では、◆個別指

導時のカルテの持

参期間の短縮◆持

参物の軽減◆指導

日の日程調整に柔

軟に対応すること

◆直近の個別指導で特に問題がない医

療機関について「審査支払機関に意見

を求めた上で高点数個別指導の対象か

ら除外できる」という通知に基づいた

運用を行うこと◆個別指導は当日に完

結し「中断」しないこと◆個別指導で

カルテ等のコピーを求めないこと◆指

導医の質の担保―などを要請し、指導

の運用改善を求めた。懇談当日の様子

は次号以降で紹介する。 

 
会員の先生方へ 

長野県保険医協同組合の太陽光発電システムへの 
融資についてご意見募集 

          長野県保険医協会   
会長 鈴木 信光 

 長野県保険医協会は、保険医の生活と権利を守り、国民医療の充実をはかるた

めに活動を行ってきました。1991年に長野県保険医協会の会員を母体として長野

県保険医協同組合（以下「協同組合」）が設立され、主に共同購買事業など会員

の経営に資する事業を行い、保険医協会と協力して活動を行っています。 

 また、2012年には協同組合が長野県保険医会館の建設を行い、現在保険医協会

の事務局も保険医会館内に置いています。 

 このたび、協同組合理事会では、保険医会館に太陽光発電システムを設置する

ことを決定し、保険医協会に890万円の融資の依頼があり、理事会で協議しまし

た。 

 太陽光発電システムを設置する事は、クリーンエネルギー利用の一つとして原

発ゼロ・自然エネルギーへの転換を求める活動を推進する立場からも有効と考え

ています。 

 また、地震等の災害時の保険医協会事務機能保全としての側面もあり、太陽光

発電で得たエネルギーを利用できます。 

 協同組合へは2012年に会館建設の資金として2000万円の貸付を行いましたが、計

画通り返済されており、過去の融資と併せて組合への貸付金残高は11月末現在で

約2470万円となっております。今回の融資890万円につきましては、太陽光発電の

売電による10年での返済計画が立てられており、リスクは極めて低いものとの説

明を受けております。 

 以上をふまえて11月29日の保険医協会の理事会では融資の承認を行いました。 

 つきましては、会員の先生方からいただいた会費からなる資産ですので、この

件に関して広く会員の皆様のご意見をいただきたいと思います。 

融資の実行時期は２月を目途に考えておりますので、ご意見は１月31日までに保

険医協会事務局まで書面でお寄せください。 

 

河西医療課長（右）に要請書を手渡す関東信越の参加協会役員 

 長野県保険医協会では、10月発行の

書籍「在宅医療点数の手引」をテキス

トにした説明会を開催した。説明会

は、11月中旬に県内４会場（上田、長

野、松本、飯田）で行い、80医療機関

146名が参加した。 

 在宅医療点数は、対象患者や算定要

件が詳細に定められ、複雑な仕組みに

なっており、請求漏れや請求誤りの多

い点数となっている。 

 説明会では、テキスト編集従事の増

田社保担当事務局員が４月の診療報酬

改定で変更があった訪問看護の際の点

滴薬剤の算定方法や在宅時医学総合管

理料などを中心にテキストの図表や請

求事例(レセプト例)を用いて解説。在

宅時医学総合管理料では、同一建物居

住者の概念がなくなり「単一建物診療

患者」の考え方が導入されたことや、

訪問回数や患者の状態で点数が区分さ

れたこと、処方せん未交付加算は当月

の処方がすべて院内処方の場合に算定

できるが院

内・院外問わ

ず投薬がない

場合は算定で

きないことな

どが説明され

た。 

 その他往診

と訪問診療の違いといった基本的な項

目や、在宅持続陽圧呼吸療法等の在宅

療養指導管理などカルテ・レセプトへ

の記載事項が多く注意が必要な項目に

ついて、算定上の留意点やポイントを

解説があった。 

 歯科技工士対象では同種調査で過去最

多の回答となっていた保団連の歯科技工

士アンケートの結果の全容(集計編,自由

意見編,プレスリリース)を長野県保険医

協会では、歯科会員、県下全歯科技工所

に配布する。 

 

 

在宅医療の手引説明会、松本会場はキッセイ文化ホールの会議室で実施 
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年内業務 12月28日（水）まで 
年始業務 １月６日（金）より 
ご迷惑をお掛けいたしますが、 

    よろしくお願いします。 

  


